
 

 

 

かながわの住宅計画の体系について 

 

１ 概 要 

本県では、県住生活基本計画や高齢者居住安定確保計画、賃貸住宅供給

促進計画など、住宅政策に関する５つの計画を「かながわの住宅計画」と

総称し、都市づくりの基幹的な計画である「かながわ都市マスタープラン」

の個別計画として位置付けている。 

 

２ 計画の統合について 

「かながわの住宅計画」について、関連の深い計画を一本化し、県民に

分かりやすい計画体系とするため、これまで別に策定していた「神奈川県

賃貸住宅供給促進計画（平成31年３月）」及び令和３年度末に策定予定の

「神奈川県マンション管理適正化推進計画」を県住生活基本計画に統合す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 計 画 

（改定） 

神奈川県 

住生活 

基本計画 

○ 神奈川県住生活基本計画 
＜住生活基本法＞ 

 ○ 神奈川県賃貸住宅供給促進計画 
＜住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律＞ 

（○ 神奈川県マンション管理適正化推進計画）※令和３年度策定予定 
    ＜マンションの管理の適正化の推進に関する法律＞ 

  

○ 神奈川県高齢者居住安定確保計画＜高齢者の居住の安定確保に関する法律＞ 

 ○ 地域住宅計画（神奈川県地域）＜地域住宅特別措置法＞ 

 ○ 神奈川県県営住宅 健康団地推進計画 

住生活基本計画（全国計画） 

かながわの住宅計画 
（都市づくりに係る個別計画） 

かながわ都市マスタープラン 
（都市づくりの基幹的な計画） 

統合  
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